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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明のための光源と、
　平常時に電源電圧で充電され、非常時に前記光源に電圧を供給するバッテリと、
　モニタランプと、
　点検作業時に前記バッテリの電圧が正常か異常かを検出する制御部と、
を備え、
　前記制御部は、前記バッテリが前記電源電圧で充電されている平常時に前記モニタラン
プを第１の輝度で点灯し、点検作業時に前記バッテリの電圧が正常であると、第１の輝度
よりも高い輝度の第２の輝度で前記モニタランプを点灯し、点検作業時に前記バッテリの
電圧が異常であると、前記第２の輝度で前記モニタランプを点滅する、
　照明装置。
【請求項２】
　前記制御部は、点検作業時において、前記光源に前記バッテリからの電圧が供給される
第１所定時間後に、前記バッテリの充電状態に応じた前記モニタランプを第２所定時間に
わたって制御する、
　請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記制御部は、外部から送信された点検開始信号を受信する受信部を備え、前記受信部
が前記点検開始信号を受信した時に点検作業を開始する
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　請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記バッテリから所定の電圧以上の電圧が前記第１所定時間にわたって
前記光源に供給されていた場合、前記第２所定時間内に前記モニタランプを前記第２の輝
度で点灯させる、
　請求項２又は３に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記第１所定時間が経過する前に前記バッテリが所定の電圧未満となっ
た場合、前記第２所定時間内に前記モニタランプを前記第２の輝度で点滅させる、
　請求項２又は３に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、誘導灯や非常灯等のように、非常点灯用のバッテリ及びバッテリの充電状
態を表示するモニタランプを備えた照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　誘導灯や非常灯のように、平常時には商用電源等の外部電源で光源を点灯させ、非常時
には内蔵したバッテリから光源に電源を供給するようにした照明装置がある。このような
照明装置は、消防法及び建築基準法により、バッテリの充電状態や寿命の点検が義務付け
られている。
【０００３】
　従来の誘導灯では、バッテリが正常に充電されているか否かを表示するモニタランプ、
及び点検作業時に光源の電源を常用電源からバッテリに切り換えるための点検スイッチを
備えている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　モニタランプは、装置の外表面を構成する表示パネルの内側に収納されており、表示パ
ネルの一部に形成された開口部又は透光部に対向している。点検スイッチは、スイッチ部
が表示パネルの内側に収納されており、スイッチ部から延出した操作紐が表示パネルの開
口部から外部に露出している。
【０００５】
　表示パネルを取り外すことなく、モニタランプの点灯状態を表示パネルの外部から視認
できるとともに、点検スイッチの操作紐を引くことで点検スイッチを動作させることがで
きる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－３２９０２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、階段通路等に設置される防水形の誘導灯や非常灯等の照明装置は、内部の水密
性を維持する必要があり、天井面等に取り付けられた本体の開口部は透光性のグローブで
閉塞され、モニタランプ及び点検スイッチは光源や点灯回路とともに外部に露出しない。
このため、点検作業時には、点検スイッチの操作やモニタランプの点灯状態の確認のため
に、本体からグローブを取り外す必要があり、作業が煩雑になる問題があった。
【０００８】
　点検スイッチを遠隔操作するとともに点検結果を表示するための外部リモコンを備える
ことで、点検作業時に本体からグローブを取り外す作業を不要にすることができるが、照
明装置に送受信機能を設ける必要があり、コストが上昇する。
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【０００９】
　この発明の目的は、コストの著しい上昇を招くことなく、非常用のバッテリの点検作業
を簡略化できる照明装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明の照明装置は、光源、バッテリ、モニタランプ、制御部を備えている。バッテ
リは、非常時に光源に電源を供給する。モニタランプは、バッテリの充電中に第１の輝度
で点灯する。制御部は、モニタランプを、バッテリの状態に応じた点灯状態で、第１の輝
度よりも高い第２の輝度で点灯させる。
【００１１】
　バッテリの点検結果が、モニタランプの高輝度の点灯状態によって表示される。モニタ
ランプがグローブ等によって被覆されている場合でも、グローブ等を取り外すことなく外
部からバッテリの点検結果を視認できる。
【００１２】
　この構成において、制御部は、光源がバッテリからの電源の供給によって正常に点灯す
るか否かの点検作業の終了後に、バッテリの状態に応じたモニタランプの点灯を所定時間
にわたって行うことが好ましい。複数の照明装置に対する点検作業を同時に行うことがで
きる。
【００１３】
　また、外部送信機及び受信機を備え、制御部は受信機が外部送信機から送信された点検
開始信号を受信した時にバッテリの点検を開始するものであることが好ましい。外部送信
機の操作によって点検作業の開始を指示することができるため、手動操作すべき点検スイ
ッチを使用することなく、グローブ等を取り外すことなく点検作業を実施できる。また、
外部送信機に受信機能や検出結果の表示機能を備える必要がなく、照明装置に送信機能を
備える必要がないため、コストの著しい上昇を招くことがない。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明によれば、コストの著しい上昇を招くことなく、非常用のバッテリの点検作業
を簡略化できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態に係る照明装置の概略の断面図である。
【図２】同照明装置のブロック図である。
【図３】同照明装置に備えられる制御部の動作を示すフローチャートである。
【図４】この発明の辺別の実施形態に係る同照明装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に、この発明の実施形態に係る照明装置について、非常灯を例にあげて図面を参照
しつつ説明する。
【００１７】
　図１に示すように、本発明の実施形態に係る照明装置１０は、本体１、支持体２、光源
３、バッテリ４、点灯ユニット５、モニタランプ６、グローブ７、リモコン８を備えた屋
外用の非常灯である。
【００１８】
　本体１は、下面が開放した偏平の筐体であり、内部にバッテリ４及び点灯ユニット５を
収納し、屋外の天面１００に取り付けられる。本体１は、屋外の壁面に取り付けることも
できる。支持体２は、支柱２１を介して本体１に固定されており、本体１の下方で底面に
ＬＥＤランプ等の光源３及びモニタランプ６を支持する。
【００１９】
　グローブ７は、ガラス等の透光性材料からなり、本体１の下面を被覆するように、本体
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１に取り付けられる。本体１の内部は、グローブ７によって水密状態に維持される。光源
３の光は、グローブ７を介して外部に配光される。
【００２０】
　点灯ユニット５は、この発明の制御部であり、平常時は、商用電源等の外部電源からの
電力（電圧）を光源３に供給する。モニタランプ６は、バッテリ４の充電中に第１の輝度
で点灯する。第１の輝度は、光源３の点灯時にはグローブ７を介して外部から視認できな
い程度の輝度である。バッテリ４は、平常時に外部電源から充電される。
【００２１】
　リモコン８は、この発明の外部送信機であり、送信ボタン８１を備えている。リモコン
８は、送信ボタン８１が操作された時に、点灯ユニット５の受信部に対して、点検作業の
開始を遠隔指示するための信号を送信する。
【００２２】
　図２に示すように、照明装置１０は、点灯ユニット５内に、一例として、切換回路５１
、タイマ５２、検出部５３、点灯回路５４、受信部５５を備えている。切換回路５１は、
光源３の電源を外部電源２０又はバッテリ４に択一的に切り換える。外部電源２０は、例
えば、商用電源である。切換回路５１は、平常時には外部電源２０を光源３に接続し、異
常時及び点検作業時にバッテリ４を光源３に接続する。タイマ５２は、予め設定された所
定時間Ｔ１，Ｔ２（第１所定時間Ｔ１、第２所定時間Ｔ２）を計時する。検出部５３は、
平常時に外部電源２０によるバッテリ４の充電状態を検出し、点検作業時にバッテリ４の
電圧を検出する。点灯回路５４は、モニタランプ６の点灯を制御する。つまり、点灯回路
５４は、点検作業時に、モニタランプ６をバッテリ４の充電状態に応じた点灯状態で点灯
させる。受信部５５は、リモコン８から送信された点検開始信号を受信する。点灯ユニッ
ト５は、受信部５５が点検開始信号を受信すると、点検作業を開始する。
【００２３】
　図３に示すように、点灯ユニット５は、平常時に光源３に外部電源２０から電源を供給
している（Ｓ１）。点検作業時にリモコン８が操作され、受信部５５がリモコン８から送
信された点検開始信号を受信すると（Ｓ２）、点灯ユニット５は、タイマ５２を起動して
所定時間Ｔ１の間に光源３への電源を外部電源２０からバッテリ４に切り換え、バッテリ
４の電圧が正常電圧以上であるか否かを判別する（Ｓ３～Ｓ６）。所定時間Ｔ１は、バッ
テリ４による光源３の点灯状態の点検のために予め定められた時間である。
【００２４】
　点灯ユニット５は、所定時間Ｔ１の間にバッテリ４の電圧が正常電圧以上であった場合
には、光源３の電源を外部電源２０に復帰させた後（Ｓ７）、タイマ５２を起動してモニ
タランプ６を第１の輝度よりも輝度が高い高輝度（第２の輝度）で点灯させる（Ｓ８，Ｓ
９）。所定時間Ｔ１が経過する前にバッテリ４の電圧が正常電圧未満となった場合には、
その時点で光源３の電源を外部電源２０に復帰させた後（Ｓ１０）、タイマ５２を起動し
てモニタランプ６を高輝度で点滅させる（Ｓ１１，Ｓ１２）。
【００２５】
　モニタランプ６の高輝度の光は、グローブ７を介して外部から視認できる。したがって
、作業者はグローブ７を取り外すことなく、バッテリ４の状態を確認することができる。
【００２６】
　点灯ユニット５は、所定時間Ｔ２にわたってモニタランプ６を高輝度で点灯又は点滅さ
せた後（Ｓ１３）、モニタランプ６の輝度をグローブ７から外部に配光されない程度の低
輝度に設定し、平常時の状態に戻る（Ｓ１４）。平常時において、モニタランプ６は、バ
ッテリ４が充電されている状態でのみ低輝度で点灯する。
【００２７】
　以上の構成により、照明装置１０の点検作業時には、リモコン８の操作ボタン８１を操
作することで、点灯ユニット５が点検作業を開始し、光源３への電源を所定時間Ｔ１にわ
たって外部電源２０からバッテリ４に切り換えるとともに、バッテリ４の状態に応じてモ
ニタランプ６を高輝度で点灯又は点滅させる。点検作業時に、グローブ７を取り外す必要
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【００２８】
　また、バッテリ４の点検結果をリモコン８に表示させる場合に比較して、照明装置１０
に備えるべき送信機、並びにリモコン８に備えるべき受信機及び表示器が不要になり、コ
ストの上昇を抑えることができる。さらに、バッテリ４の点検結果の表示に、照明装置１
０に既存のモニタランプ６を用いることにより、専用のモニタ部品を不要にできる。
【００２９】
　なお、点灯ユニット５に点検開始を指示できることを条件に、リモコン８に代えて外部
の制御盤から信号をケーブル又は無線によって入力する構成、又は点灯ユニット５に点検
作業のスケジュールを予め記憶させておく構成を備えることもできる。点灯ユニット５に
点検作業のスケジュールを予め記憶させておく場合、図４に示すように、点灯ユニット５
の受信部５５に代えて、点検作業の実行間隔Ｔ３を記憶する記憶部５６と点検作業終了後
からの経過時間を計時する計時部５７とを設け、計時部５７が実行間隔Ｔ３を計時した時
に、図３におけるＳ３～Ｓ１３の処理を実行する。
【００３０】
　また、図２に示した点灯ユニット５の構成は一例であり、点検作業時にバッテリ４の状
態に応じてモニタランプ６を高輝度で点灯又は点滅させることを条件に、点灯ユニット５
を任意の構成とすることができる。
【符号の説明】
【００３１】
　１－本体
　３－光源
　４－バッテリ
　５－点灯ユニット（制御部）
　６－モニタランプ
　７－グローブ
　８－リモコン
　１０－照明装置
　２０－外部電源
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